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◎議 事 日 程（第２号） 

 

平成22年12月17日（金曜日）午前９時開議  

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議案第55号 平成22年度海津市一般会計補正予算（第４号） 
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補正予算（第１号） 
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日程第８ 議案第61号 海津市立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

日程第９ 議案第62号 海津市留守家庭児童教室条例の一部を改正する条例について 

日程第10 議案第63号 指定管理者の指定について 
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   ◎開議宣告 

○議長（松岡光義君） 皆さん、おはようございます。 

 朝夕、きょうは特に寒くなりました。お体には十分気をつけていただきたいと思います。 

 それでは、定刻でございますので、ただいまから第４回の定例会を始めさせていただきま

す。 

 本日の会議に、14番 渡辺光明議員より欠席の届け出が出ておりますので報告させていた

だきます。 

 ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開き

ます。 

（午前９時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（松岡光義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において７番 山田勝君、

８番 堀田みつ子君を指名します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第55号 平成22年度海津市一般会計補正予算（第４号）から議案第63号 指定 

    管理者の指定についてまで 

○議長（松岡光義君） 次に、日程第２、議案第55号から日程第10、議案第63号までの９議案

を一括議題とします。 

 さきに各常任委員会に審査が付託してありましたので、ただいまから各委員長から審査結

果の報告を求めます。 

 最初に、総務委員長 森昇君。 

〔総務委員長 森昇君 登壇〕 

○総務委員長（森  昇君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは総務委員会の報告をさせていただきます。 

 海津市議会議長 松岡光義様、総務委員会委員長 森昇。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告をいたします。 

 議案番号、件名、結果の順で報告を申し上げます。 

 議案第55号 平成22年度海津市一般会計補正予算（第４号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第63号 指定管理者の指定について、可決すべきもの。 
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 審査の経過を申し上げます。 

 ただいま御報告いたしました２案件は、すべて全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決定しましたことをあわせて御報告いたします。 

 なお、初日の本会議、星野議員から議案第63号 指定管理者の指定についての質疑の中で、

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第９条、事業報告書の提出については、

各指定管理者から早急に提出を依頼する予定である。また、複数の自治会が指定管理者にな

ることは責任の所在が不明確という懸念もありますが、指定管理者は法人でも団体でもよく、

手続的には１団体の方が締結しやすいが、市としては施設を設置した経緯もあり、複数団体

でも特に問題ないと考えているとのことであり、今回、複数団体にしていきたい。今後、地

元の意向も伺い、検討をしていきたいとの回答がありました。 

 以上でございます。 

○議長（松岡光義君） 続きまして、文教福祉委員長 飯田洋君。 

〔文教福祉委員長 飯田洋君 登壇〕 

○文教福祉委員長（飯田 洋君） それでは、文教福祉委員会の委員会報告をさせていただき

ます。 

 海津市議会議長 松岡光義様、文教福祉委員会委員長 飯田洋。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告します。 

 議案番号、件名、結果の順に御報告をいたします。 

 議案第55号 平成22年度海津市一般会計補正予算（第４号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第56号 平成22年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援セ

ンター特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第57号 平成22年度海津市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第58号 平成22年度海津市介

護保険特別会計補正予算（第３号）、可決すべきもの。議案第59号 平成22年度海津市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第60号 平成22年度海津市

介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第１号）、可決すべきもの。議案第61号 海津市

立幼稚園条例の一部を改正する条例について、可決すべきもの。議案第62号 海津市留守家

庭児童教室条例の一部を改正する条例について、可決すべきもの。 

 審査の経過及び内容について御報告いたします。 

 ただいま御報告いたしました全議案、全会一致で可決されたことを申し添えます。 

 なお、議案第61号 海津市立幼稚園条例の一部を改正する条例について及び議案第62号 

海津市留守家庭児童教室条例の一部を改正する条例についての２議案につきましては、質疑
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の後、一たん継続審査といたしました。休憩を挟み、改めて２議案は関係あるものとして一

括議題として審査を行いました結果、本委員会は、次のとおり審査意見を付するものと決定

いたしましたので御報告いたします。 

 お手元の裏面にございます審査意見。 

 今回の条例改正により、幼稚園に就園する幼児は、留守家庭児童教室を利用できる者から

省かれます。 

 家庭において適切な保護が得られない留守家庭の幼稚園に就園する幼児であっても、引き

続き放課後等において留守家庭児童教室を利用することができなくなるため、家庭の事情が

変えられない場合、保護者は幼稚園へ就園させたい気持ちがあっても保育園または認定こど

も園に入園させることにより、延長保育の対象幼児とすることによって現状の家庭の事情を

継続する状況に置かれます。 

 これまで、幼児教育・保育検討委員会においても審査された結果を踏まえての改正ではあ

りますが、昨今の多様な家族構成、家庭事情のある中、さらにより多くの保護者のニーズに

こたえられる幼児教育・保育を進められることを求めます。 

 以上であります。 

○議長（松岡光義君） 続きまして、産業建設委員長 永田武秀君。 

〔産業建設委員長 永田武秀君 登壇〕 

○産業建設委員長（永田武秀君） 海津市議会議長 松岡光義様、産業建設委員会委員長 永

田武秀。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告します。 

 記、議案番号、件名、結果の順で報告します。 

 議案第55号 平成22年度海津市一般会計補正予算（第４号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。 

 審査の経過を申し上げます。 

 ただいま報告いたしました１案件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しま

したことをあわせて報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（松岡光義君） 各委員長の報告が終わりました。 

 それでは、各委員長の報告に対する質疑を行います。 

 初めに、総務委員会付託案件の質疑を許可します。 

 質疑はありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 続きまして、文教福祉委員会付託案件の質疑を許可します。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 服部寿君。 

○11番（服部 寿君） 委員長にお聞きしますが、委員長の報告の後の審査意見書の中で、よ

り多くの保護者のニーズにこたえられるような幼児教育・保育を進められることを求めます

とありますが、議案第61号、第62号に関しては可決すべきものと認めておりながら、このよ

うな意見を出されるというのはいかがなものかと思いますので、再度お聞きいたします。 

○議長（松岡光義君） 飯田洋君。 

○文教福祉委員長（飯田 洋君） 委員会の途中で多くの質疑・応答がございましたので、大

別してありました内容について、ひとつ御報告をさせていただきます。 

 一つは、特に今回の条例改正で南濃町内において少子化が進む昨今、私立の保育園におい

て４歳児が市立幼稚園に移ることになる現状から経営についての不安がある、そのような質

疑がございました。しかしながら、現在、４歳児のうち幼稚園への申し込みが委員会開催の

現時点において３名のみなのは保護者への説明が不十分ではなかったのか、あるいは保護者

間において教育を受けたいという幼稚園への入園希望者が多く、その要望にこたえた対応で

はなかったのか。また、親さんにおいては、その費用面で入園先を決める結果になっている

のではないかと。あるいは、保護者のニーズに本当にこたえる今回の改正であったのかとい

う、そのような趣旨の質疑がありまして、執行部側からは、平成18年度から今回の改正に向

けまして検討委員会で少子化、認定こども園、あるいはこども課の発足に向けて十分審議を

してまいりました。その結果、この制度につきましては、今後３年をめどに、ひとつ見守っ

ていきたい、そのような趣旨の回答がございまして、委員会においてはこういった十分な質

疑・応答を踏まえまして、改めて先ほど説明しましたように、２議案関係がございますので、

十分な審査の結果、可決すべきものと決定した経過でございます。以上でございます。 

○議長（松岡光義君） ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 続きまして、産業建設委員会付託案件の質疑を許可します。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 山田勝君。 

○７番（山田 勝君） 62ページですけど、この諸収入の雑入について、ちょっと具体的に教

えていただけたらと思いますが、そんな質疑はされなかったかどうか、説明いただきたいと
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思います。1,164万9,000円という、なぜ雑入なのかと。どうしてそんなお金がここに出てき

たのかということも含めて教えていただけたらと思いますが、お願いします。 

○議長（松岡光義君） 永田武秀君。 

○産業建設委員長（永田武秀君） ちょっともう一度そのページ数と、それから……。 

○７番（山田 勝君） 57ページ、細かに書いてあるのは62ページ。 

○議長（松岡光義君） 山田勝君、もう一度。 

〔「文教」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 文教ですか、これは。文教はもう終わりましたので。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 山田勝君。 

○７番（山田 勝君） いや、産建とちょっと間違らかしておったのでごめんなさい、すみま

せん。 

○議長（松岡光義君） ほかに質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 議案第55号について、討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第56号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第57号について、討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第58号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第59号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第60号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 
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○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第61号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第62号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、議案第63号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 お諮りします。議案第55号から議案第63号までの９議案につきまして、一括採決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第55号から議案第63号までの９議

案につきまして、一括採決いたします。 

 議案第55号から議案第63号までの９議案について、委員長の報告のとおり可決することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第55号 平成22年度海津市一般会

計補正予算（第４号）、議案第56号 平成22年度海津市介護老人保健施設在宅介護支援セン

ター特別会計補正予算（第１号）、議案第57号 平成22年度海津市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）、議案第58号 平成22年度海津市介護保険特別会計補正予算（第３号）、

議案第59号 平成22年度海津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、議案第60号 

平成22年度海津市介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第１号）、議案第61号 海津市

立幼稚園条例の一部を改正する条例について、議案第62号 海津市留守家庭児童教室条例の

一部を改正する条例について、議案第63号 指定管理者の指定について、以上９議案は、原

案のとおり可決しました。 

 ここでしばらく休憩します。 

（午前９時１９分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前９時３５分）  
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎請願第１号から第３号までについて 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程11、請願第１号から第３号について議題とします。 

 さきに産業建設委員会に審査が付託してありましたので、ただいまから産業建設委員長か

ら審査結果の報告を求めます。 

 産業建設委員長 永田武秀君。 

〔産業建設委員長 永田武秀君 登壇〕 

○産業建設委員長（永田武秀君） 請願第１号から３号までの審査結果の報告をいたしますけ

れども、皆さんのお手元に配付してございますので、それを参照していただきながら、全部

は読みませんので御了解いただきたいと思います。 

 海津市議会議長 松岡光義様、産業建設委員会委員長 永田武秀。 

 請願審査報告書。 

 本委員会に付託の請願を審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第134条第１

項の規定により報告します。 

 記、受理番号、請願第１号、あと件名、ＴＰＰの参加に反対する請願、請願者氏名は、農

民運動岐阜県連合会事務局長 中島新吾。委員会の意見、今回、議会に提出された請願につ

いて、議会でその審査を本委員会に付託され、慎重に審査をした結果、採択との結論に達し

た。審査結果は、採択すべきもの。 

 同じく請願第２号、件名、米価の大暴落に歯止めをかけるための請願、請願者氏名、農民

運動岐阜県連合会事務局長 中島新吾。委員会の意見、今回、議会に提出された請願につい

て、議会でその審査を本委員会に付託され、慎重に審査をした結果、継続して審査する必要

があるとの結論に達した。審査結果、継続審査とすべきもの。 

 請願審査報告書。これは請願第３号です。件名、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）

参加反対に関する意見書採択を求める請願。請願者氏名、西美濃農業協同組合代表理事組合

長 後藤角雄。委員会の意見、今回議会に提出された請願について、議会でその審査を本委

員会に付託され、慎重に審査をした結果、採択との結論に達した。審査結果は、採択すべき

もの。 

 なお、審査の結果というか、状況について御説明申し上げます。 

 請願第１号、第３号につきましては、ほぼ同じ内容ということで、一緒に審査をさせてい

ただきました。その結果、先ほど申し上げたとおりでございます。これは賛成多数でありま

した。 

 それから請願第２号につきましては、全会一致で継続審査ということになりましたので、

御報告を申し上げます。 
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 以上でございます。 

○議長（松岡光義君） 委員長の報告が終わりましたので、質疑を許可します。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 服部議員。 

○11番（服部 寿君） 私、産業建設委員でありますが、委員長、採択の結果が逆ではないか

と思いますが、全会一致と多数決が。 

○議長（松岡光義君） 永田議員。 

○産業建設委員長（永田武秀君） １号、３号については、正直言って採択反対という人も…

…、継続審査が全会一致やなかった。 

○11番（服部 寿君） 違う違う。 

○産業建設委員長（永田武秀君） 失礼しました。それなら、ちょっと報告し直します。私の

勘違いです。 

 すみません、ＴＰＰ反対については……。 

〔発言する者あり〕 

○産業建設委員長（永田武秀君） なら、あっちでやります。 

○議長（松岡光義君） 登壇して。 

〔産業建設委員長 永田武秀君 登壇〕 

○産業建設委員長（永田武秀君） 大変申しわけありません。私の勘違いであります。継続審

査については、正直申し上げて不採択という意見もありましたので「賛成多数」ということ

で、それから１号、３号につきましては、「全会一致で採択」ということでございます。訂

正させていただきます。大変申しわけありません。 

○議長（松岡光義君） 委員長の報告が終わりましたので質疑を許可します。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野議員。 

○15番（星野勇生君） 請願の取り扱い等について、できれば議運の報告を求めたいと思いま

すし、今回の請願の取り扱いについて、産業建設委員長から今審査結果の報告がありました

が、私の思いと、いささか疑問に思う点がありますのでお願いをしたいと思います。 

 ただいま、１号と３号については採択すべきものということで報告がありました。請願の

採択というものは、採択されると議会の政治的・道義的責任を負うことになると、こう掲げ

ております。そういったことについての考え方はどうであったか。 

 それから、今回の請願について、実はよくわかりません。一つには、１号については意見

書を政府・関係機関に提出することを請願しますと書いてあります。意見書を提出すること
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を請願しますということは、今回、意見書をつけて報告すべきではなかったかなあというこ

とを考えますが、いかがでしょうか。 

 それから第３号については、請願文書表の裏面に請願書がつけてございます。その最後に、

「別紙意見書を採択していただくよう請願します」と。その別紙とは、我々は拝見いたして

おりません。したがって、何をどう審査をされたか、これについて御報告をいただきたいと

思います。 

 続いて、今回の請願の紹介議員さんについては、産業建設委員が２名お見えになります。

そうすると、今回、請願を提出されて委員会付託された産業建設委員は、海津市議会は６名

の委員で構成されております。紹介者２名は、当然この請願に賛意を示して出されたものと

思いますし、聞くところによると、当日、委員さんが１名欠席でございました。あわせて問

題なのは、この審査報告書の中でこういったことについて議会運営委員会が常識的判断でこ

れが正しいのかどうか、こういったことについて委員長である永田委員長がどういう判断を

されたのか、もしくは議会運営委員会はどう判断されたか、そんなことをお尋ねしたいと思

います。 

 もう一つは、ちょっと順序が変わりますが、産業建設委員会で地方自治法第117条の規定

についてはどういう判断をされたか。 

 次に、委員会の自主的判断がなされたと判断をいたしておるのか、いわゆる総花的にオー

ケーというような審査ではなかったかなあ、その辺を踏まえてお知らせいただきたいと思い

ます。 

○議長（松岡光義君） 委員長 永田武秀君。 

○産業建設委員長（永田武秀君） 一度にたくさん言われましたんで完璧にお答えできるかど

うかわかりませんけど、まずこの最初に指摘された意見書を政府機関に提出することを請願

しますの意見書でありますけれども、これについては大変申しわけないんですけど、私たち

いただいたものというのはこれだけでございますので、それについてはついていなかったと

いうふうな報告しかできないと思いますので御理解をいただきたいと思いますし、それから

幾つか言われた紹介議員の件でありますけれども、これも産業建設委員会にたまたま所属し

ておられたというだけであって、あくまで紹介議員というのは地方議会事務提要の中には、

議員が請願の紹介をしたときは除斥云々ということも、私も実は心配しました。しかし、こ

ういったものからいけば、ただ請願の紹介をしただけだということで除斥の理由にもならな

いし、また同じように審査に加わってもいいという解釈が成り立ちますので、その点もひと

つ御理解をいただきたいなあというふうに思っております。 

 それと、確かに今言われるように地方自治法117条、私詳しい条文はわかりませんけれど

も、総花的な判断をされたんではないかということでありますけれども、確かにそういった
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部分があろうかとは思いますけれども、この地域は非常に農業を中心にした地域であります

ので、やっぱり農家の立場として、こういったＴＰＰ参加によって受ける影響が大変大きい

というようなことから、やっぱり請願は採択すべきではないかという、この地域事情も私た

ちは十分配慮して審査をしたつもりでございますので、その点は御理解をいただきたいなあ

と、こんなように思っております。 

 あと抜けておることがありましたら、ちょっともう一度お願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 一番大事なことは、委員会に付託をされました。その委員会でどうい

った形で審査をするかではなかったかなあと思ってお尋ねしておるわけでございます。質問

回数が限られた中でのお尋ねでありますので一気に聞いております。 

 117条は、先ほど除斥の問題で委員長が答えられました。しかし、紹介議員になる人は、

この請願に賛意、いわゆる賛成ですよという思いがあって当然されるものであると私は判断

をいたしておりますので、除斥ということじゃなくて、６名の委員会の中で正しい判断がさ

れていたかどうかということでございます。その辺について委員長のお答えをいただきたい

と思います。 

 前段の議会運営委員会で産業建設委員会にこの審査を付託するときに、議会運営委員会は

そういった心配をしなかったのかどうか。 

 特に請願の持つ意味というのは、いろんな書き方があるんですけれども、当該地方公共団

体の任務、権限に属しない事項は請願事項としてなり得るのかどうかという懸念がされてい

ます。直接市の執行部等々の行政機関に出す請願である場合は、請願として十分理解し得ま

すが、今回は国への意見書を採択して出してくださいよという請願であると認識している以

上、意見書が添付されていない審査については非常に危険性が高いと思います。 

 特に最初申し上げたように、最後の請願第３号については、最後に言った「別紙意見書を

採択していただくよう請願します」と書いてあるんで、この意見書とは何でしょうか。これ

について審査は行ったかどうか、これをお尋ねして、この請願を採択されると今後どうされ

るのか、これについて余分な質問をしましたが、その辺をお答えいただくことが肝要でござ

います。 

 議長、よろしくお願いします。 

○議長（松岡光義君） 永田武秀君。 

○産業建設委員長（永田武秀君） ２点についてうまく説明できるかどうかわかりませんけど、

お答えいたします。 

 まず第１に、正しい委員会として審査をしたかということでありますけれども、それぞれ
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委員という立場でいろんな資料もたくさん提出いたしました。その上で非常に活発な審査も

行われ、私は全く正しいかと言われれば大変疑問でありますけれども、先ほど冒頭にも申し

上げましたように、この地域性、つまり特に高須輪中という地域は、いわゆる優良農地をた

くさん抱えた大変農業地域であるといった認識のもとに、議員はこういったＴＰＰ参加によ

って打撃を受けるという判断ですね、関税撤廃によって、そういったところにも踏み込みな

がら審査をいたしましたので、大変星野議員には申しわけないんですけれども、私たちとし

ては精いっぱいの審査をして、それなりの答えを出させていただいたということで御理解を

いただきたいと思います。 

 それから２点目の意見書でございますけど、これは私は議会のルールがちょっとわからな

いんで申しわけないんですけれども、もし採択されたならばそれなりの、正直申し上げて、

委員会で審査した意見書は皆さんに提出をさせていただきますし、送付先についてもきちっ

と準備をいたしておりますので、採択されるかされないか、この順番がちょっとはっきり申

し上げて、お出しをして、その上でそういったことをここの議場でお考えいただくのか、あ

るいは採択されてから意見書（案）を提出させていただいて議場でお認めをいただくのか、

このあたりのことについては議会事務局との打ち合わせでは、それは採択後に意見書（案）

を皆さんに提案させていただくと、送付先等についてもということで、そのような準備はい

たしておりますので、その点、御理解をいただきたいというふうに思っております。以上で

す。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） これは質疑でありますので３回まででなるべくとどめておきたいと思

いますが、議長、請願第３号の先ほどから申し上げておる「別紙意見書を採択していただく

よう請願します」、これについて別紙がありませんが、この対応は別紙があったんでしょう

か、どうでしょうか。委員会で別紙を審査した形跡はありますか。議長、出席をされておっ

たと思いますが、お答えください。 

 しかるに、別紙の意見書はなぜついていなのか。こういった請願の取り扱いがいささか問

題あれへんのかと申し上げておる。請願の持つ意味というのは、きょう、市長、執行部お見

えですが、これから出るであろう地域のことについて地域の人が請願として出される、これ

を請願で趣旨として考える場合があります。しかし、今回は、議会が国に向かって、この地

方の思いを意見書に託して送るわけです。したがって、意見書、ここについてあった文書は

何でしょうか。これを明確に、議長の方から、なぜついていないのか、もしくは議運でこの

ことについて協議をされたんでしょうかね。当然ついておるものと思いますが、いかがでし

ょうか。 
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○議長（松岡光義君） ここでしばらく休憩いたします。 

（午前９時５５分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時１０分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 永田武秀君。 

○産業建設委員長（永田武秀君） 大変申しわけありません。今、大変こちらの方の手落ちと

いいますか、申しわけございません。委員会には同じものが配られておったということを、

まず報告させていただきます。 

 それで、行数が少ない、送付先が内閣総理大臣と農林水産大臣が第１号の請願でございま

す。それから第３号は、ＴＰＰ云々というのが第３号でございます。そして、これにつきま

しても、委員会においてはこの意見書（案）については、間違いなく配付をされております。

最終的に、これはたらればの話でございますけど、採択された場合には、一括議案としまし

たので、これの両方をとって、配付先も多い方にしようじゃないかというようなところまで

踏み込んだ審査はいたしておったということだけ御報告申し上げます。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野勇生君、４回目ですが、特別許可します。 

 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 出していただきまして、まだ読んでいませんが、これについて審査を

した結果、今の委員長の説明によると、新しい意見書をこの後つくって皆さんにお諮りする

ということでありますので、一応了解をするとかしないとかじゃなしに、わかりましたとか

言えませんが、一言だけ申し上げておきたいと思います。 

 一般質問の藤田議員の答弁で市長は、「ＴＰＰ参加について賛成か反対かを論ずるかでは

なくて、政府がＴＰＰ参加のためにどういった政策を打ち出すか。特に農業支援のための制

度設計がどう構築されるかが問題であり、それが打ち出されない限りＴＰＰに参加すること

については賛意することはできないと考えております」と、こう答弁されております。多分

委員さんには提出された資料としてついておると思うんですが、経団連、商工会議所、経済

同友会からは早期参加を求められております。そういったことを踏まえると、海津市議会で

どういった審査をしてやってきたかなあというのが私の疑問に思った点であります。 

 したがって、今後の対応として申し上げさせていただくなら、過去の例に従って、こうい

った審査は意見書を付して、請願第何号、以上のとおり意見書を国に出すということをつけ

加えて請願審査を行われたと思っておりますので、今後の対応として申し述べさせていただ



－７１－ 

きました。 

 議長、ありがとうございました。 

〔「議長、もう１点だけ」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 永田武秀君。 

○産業建設委員長（永田武秀君） 今おっしゃいました経団連とか同友会とか、そういったと

ころがＴＰＰ参加に賛成だということも資料として確かに添付されておりました。それで、

委員会におきまして地元の商工会、あるいは県商工会連合会、こういったところの動きはど

うですかというようなことも私は委員長として事務局にもお尋ねしましたけれども、これは

非公式な場だったんですけれども、産業経済部の方に参考意見としてお尋ねしました結果、

そういう団体ではこういったＴＰＰ参加云々についてのことは何にも意思表示をされていな

いというようなお話もございました。ただ、全国商工会連合会では慎重に対応されるべきだ

というような話があるという説明も受けておりますので、確かにおっしゃるように、いわゆ

るマイナス面ばかりじゃなくして、これによるプラスの部分もあるとは思いますけれども、

ただ、先ほどから再三申し上げておりますように、特にこの海津市は高須輪中を中心にした

農業のまちであるということに視点を置きまして、こういったような意見書の採択に至った

ということだけ御理解をいただきたいなあというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（松岡光義君） ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 初めに、請願第１号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、請願第２号について討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 次に、請願第３号について討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから、請願第１号 ＴＰＰの参加に反対する請願を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 
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 この請願に対する委員長の報告は、採択です。この請願は、委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（松岡光義君） 総数16人、起立15人でございます。起立多数であります。よって、請

願第１号 ＴＰＰの参加に反対する請願は、委員長の報告のとおり採択することに決定しま

した。 

 これから、請願第２号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は、継続審査です。会議規則第103条の規定により、お手

元に配付しましたとおり、委員長から閉会中の継続審査の申し出が出ております。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。 

 これから請願第３号 ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）参加反対に関する意見書採

択を求める請願を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 この請願に対する委員長の報告は、採択です。この請願は、委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（松岡光義君） 総数16人、起立15人、起立多数であります。請願第３号 ＴＰＰ（環

太平洋戦略的経済連携協定）参加反対に関する意見書採択を求める請願は、委員長報告のと

おり採択することに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎下水道対策特別委員会の中間報告について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第12、下水道対策特別委員会の中間報告について議

題とします。 

 下水道対策特別委員会から中間報告をしたいとの申し出があります。 

 お諮りします。本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。下水道対策特別委員会の中間報告を受けること

に決定しました。 
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 下水道対策特別委員長の発言を許可します。 

 六鹿正規君。 

〔下水道対策特別委員長 六鹿正規君 登壇〕 

○下水道対策特別委員長（六鹿正規君） まずもって、皆様方に御報告をさせていただきます。 

 去る14日に行われました下水道対策特別委員会において永田委員長の方から委員長を辞任

したいと、交代をしたいというような申し出がありまして、委員会の中で協議の結果、不肖

副委員長の私が委員長に昇格し、また副委員長においては２番の山田武議員が副委員長を務

めさせていただきます。よろしくお願いをいたしまして、特別委員会の中間報告をさせてい

ただきます。 

 海津市議会議長 松岡光義様、下水道事業特別委員会委員長 六鹿正規。 

 下水道対策特別委員会中間報告書。 

 本委員会に付託された事件について、会議規則第45条第２項の規定により、調査の結果を

次のとおり中間報告いたします。 

 平成21年12月の定例会において、下水道整備における国の制度変更に適切かつ弾力的に対

応し、かつ整備の調査・研究を行うため、委員６人をもって構成し、下水道整備の円滑な推

進を図ることを目的に下水道対策特別委員会が設置されました。 

 以来、きょうまで４回の特別委員会を開催し、下水道整備に係る調査・研究をしてまいり

ました。その結果、現時点までの概要について、集約して御報告いたします。 

 下水道は、生活環境の改善、河川等の公共用水域の水質保全を主要な目的として整備を推

進してきたところであります。現在までの整備率は、下水道は79.3％となっており、農業集

落排水と合わせ81.5％という状況であります。また、水洗化率は、下水道が60.8％、農業集

落排水が74.1％であり、合わせて62.5％となっている状況で、今後はさらに水洗化率の向上

を図っていく必要があります。 

 しかし、最近特に財政的にも厳しい状況でありますが、国の一括交付金制度を踏まえなが

ら、下水道計画に基づき段階的に整備を進めていくことが必要ではないかと考えます。 

 今後、下水道の整備に当たっては、順次計画的に進め、住民に対して理解を得ながら整備

されることを期し、中間報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（松岡光義君） 報告のみでございますので、質疑は行いません。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 質疑は、もう行いません。 

〔「議事進行に対しての質問ですが」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい。 

○11番（服部 寿君） 議長は質疑なしというふうにおっしゃられましたが、会議規則のどこ
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に載って、いわゆる報告の質疑を許可しないというか、質疑なしと決められたか、お願いい

たします。 

○議長（松岡光義君） 報告ですので質疑はないということでお願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい、どうぞ。 

○11番（服部 寿君） 議会はルールにのっとってやることであって、会議規則のどこに載っ

て、いわゆる報告に対して質疑をしないというのはどこに載っておるんでしょうか。委員長

報告に対して質疑ができると載っておるんですよ。 

〔「当然や」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） しばらく休憩いたします。 

（午前１０時２５分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩を解きます。 

（午前１０時２８分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 今、ちょっと申しわけございません、質疑を受けますので、よろしく

お願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい、どうぞ。 

○11番（服部 寿君） ありがとうございます。 

 委員長にお聞きしますが、本日の中間報告書の冒頭、「本委員会に付託された事件につい

て」とありますが、下水道特別委員会に、平成21年12月の定例会において私が時の星野議長

に質問しました。諮問ないし付託はされるおつもりでありますかということで、諮問ないし

付託はしませんと、付託されていないと思いますが、委員長は、いつ、だれから付託をされ

ましたか。 

○議長（松岡光義君） しばらく休憩します。 

（午前１０時２９分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時３３分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 六鹿正規君。 

○下水道対策特別委員長（六鹿正規君） 今、服部議員の方から御指摘がございました。この
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特別委員会ができた当時、服部議員が付託をするのか、しないのかというようなことを前議

長に御質問されたと思っております。しかし、付託されたというふうには、私ども下水道は、

今後、柔軟な対応、また経済状況、いろんなことを踏まえて、当然審査等を推し進めていく、

また行かなければならないと、そういったことに対して私どもの委員会は、休会中も開ける

というふうになっております。 

 今回、報告の中にありましたように、経済状況、いろんな状況が変わってきておると、そ

ういったことを踏まえて、今回、委員会を開いて御報告をさせていただきました。付託され

た、されないという文言に対しては、若干とらえ方が違うのかなあというふうにも思います

けれども、よろしく御理解のほどお願いを申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 服部議員。 

○11番（服部 寿君） 六鹿委員長から御答弁いただきましたけれども、文言のそのとらえ方

というふうの感じで受けとめられておりますけれども、しかしながら、今の中間報告書で

「付託された」というふうに書かれますと、申しわけない、議長から付託、本議会で会期中

にですよ、そういうふうに受けとめられるんですよ。設置目的の委員の調査・研究に対して

は、それは設置目的で私も認めておりますし、議会も認めています。 

 この報告書で私が言いたいのは、「付託された事件」というのを申しわけありませんが削

っていただいて、会議規則45条のというふうにおっしゃっていただければ、当然設置は認め

ておりますのでそれで中間報告はお受けいたしますが、今言った、私は、いつ、だれからと

いうことが明確に答えられない以上、「付託」という言葉をこの文書に載せて報告書として

いただくのは納得いかないわけでありますので、再度質問させていただきます。 

○議長（松岡光義君） 六鹿議員。 

○下水道対策特別委員長（六鹿正規君） 今、「付託」という言葉が適切ではないというふう

に御指摘をいただきました。私どもは特別委員会を休会中も開けるということは、当然下水

道に関しては、私ども任期中に、御意見に反するかと思いますけれども、任期中は下水道に

関してはいろんな事案に対して付託されておるのではないかなあと、これは私自身が考える

ことであって、もし委員と物の解釈が違っておるようでは申しわけないなあと思っておりま

す。 

 また、この問題につきましては、後日、特別委員会、また議長の参加をいただいて協議し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 服部寿議員。 

○11番（服部 寿君） 事務局にお伺いしますが、議長から付託するということなしに、委員
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会の中間報告ですね、議長から付託されたということで載せる、書く、読み上げる、一緒で

すが、本会議にそういうふうで決めていないこと、議長から付託されてないことをこのよう

に載せることはよろしいんでしょうか。 

〔「閉会中、審査があるよ」と呼ぶ者あり〕 

○11番（服部 寿君） 僕が申しておるのは、この中間報告に何も異議申し立てするつもりは、

当然ありません。当然調査・研究された結果、真摯に受けとめております。御苦労さまでし

たとお伝えしたいと思いますが、しかしながら、申しましたように、議長から付託をされて

いないことに関しての報告書というと、いつ何どき付託されたんかな、議長からということ

になりますので、設置目的に対する調査・研究で報告書、これは結構でありますが、この文

言、いわゆる付託されたというと、申しわけございませんが、議事録に載ります。いつ、何

どき、どこでだれから、どの場所でということですね、付託されたのかというときに根拠が

ないとできませんので、市民から、いわゆる議会から付託された、その思いはいいですけれ

ども、「付託」という文言で議事録に当然載りますし、いつしたんかなというふうにさかの

ぼりますので、その根拠、事務局にもお伺いしておりますのはそういうことであります。 

〔発言する者あり〕 

○11番（服部 寿君） で、事務局にそうですよ、手続上のことで聞いている、それでよろし

いんですかということを聞いておるんです。 

○議長（松岡光義君） 事務局長 大橋君。 

○議会事務局長（大橋茂一君） ただいまの御質問でございますけれども、いつということで

ございますが、昨年12月の定例会の折に、確かに服部議員さんから当時の星野議長さんに付

託の件につきまして御質疑があったということでございますけれども、その後に、この案件

につきまして議決をいただきまして今日まで来ておるということでございますので、その点、

御理解いただきたいと思います。以上でございます。 

〔「議長、４回目、最後で」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい、特別許可します。 

 服部議員。 

○11番（服部 寿君） 私が局長に今聞いたのは、手続上これでよろしいんですかということ

で、申しわけないけど聞いておるわけで、局長の判断でいいということで判断して終わりに

させていただきますが、もう一つ、今、議長から許可を受けましたので、この中間報告書で

すけれども、市民の皆さんから、さきの「議会だより」にもう載っておるんですよ。いわゆ

る市民の皆さんにさっき出ておって、委員会の報告書として、何で議会が今12月議会なんで

すか、これは委員長に聞いておるんですけれども、９月議会にまず中間報告書、議会に提示

して議会だよりでしょう。その手順についても、委員長、お願いします。 
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○議長（松岡光義君） 六鹿正規君。 

○下水道対策特別委員長（六鹿正規君） 議会だよりに載っておるからどうのこうのというふ

うに言われますけれども、確かにあれからまた下水道の進捗率等々はよく見ていただくと、

パーセンテージも変わっています。そういったことを踏まえて、なぜというふうに言われま

すと、私どもにおいては、今回、国の一括交付金制度等々が変わってくるのかなあというよ

うなことを踏まえて、私どもはこういった会議を開き、また御報告をさせていただく。本来

ならば９月でやっておけばよかったのかなあと、そんなことも思いますけれども、今回、こ

ういった形で御報告をさせていただいたというふうでございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

〔挙手する者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 当時議長であった関係で正確に考え方が違うところを指摘しておきた

いと思いますし、お答えください。 

 当時、服部議員から、「議長、付託をされますか」という言葉を聞かれました。私が答え

ていいんですかということから答えさせていただきました。その議事録には「付議はしませ

ん」、そういうお答えをいたしております。 

 その次に、諮問はされませんかという話から、「諮問はいたしません」、はっきり申し上

げております。 

 いわゆる特別委員会の設置については２通りあることは、皆さん御承知のとおり、議長が

提案して特別委員会を設置する場合と議員みずから特別委員会の設置をしたい申し出を受け

て議会に諮ってする、この２通りがあって、後者の部分でこの特別委員会はできています。

議員が議会中しかできない委員会を閉会中でもできるようにということで、当時、特別委員

会設置の中で定めております。 

 今の局長の説明によると、付託されたようにとらえる答弁ですが、当時、特別委員会のこ

の目的に沿って調査・研究されることを期待しますと私は述べておるはずなんですよ。 

 したがって、今、服部議員のおっしゃったように、会議規則45条、これに基づいて行う中

間報告書であってほしい。ペーパーに出したり、こうして会議に議題に上がると、そのまま

間違ったことが載ってしまいます。だから、「ルール」という言葉がありましたが、前も使

って私はやってきたんですけど、ルールに従ってきっちりとした文書をつくっていただくよ

うにと思うんですが、事務局長、お答えください。 

○議長（松岡光義君） 議会事務局長 大橋君。 

○議会事務局長（大橋茂一君） ただいま星野議員さんの御質問ですけれども、当時のその定
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例会におきまして、そのような目的で調査・研究をするということでございますので、今日

までの経過につきまして報告をされたものというふうに思っております。以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 服部議員から指摘があったように、この文書を改正する予定はありま

すか、議長。いわゆる付議されていないものを付議されたように書かれた報告書では、実は

事務上について今後波及する可能性がある。だから、今、服部議員から提案があったように、

会議規則に基づいて中間報告をされたものについては問題ないと思いますが、付議していな

いものを付議されたように書かれた文書について私も疑問に思いますので、修正、訂正を求

めたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい。 

○15番（星野勇生君） 私は議長に申し上げておるんです。お答えは要りません。 

○議長（松岡光義君） 一遍よう検討しまして直すところを直したいと思いますので、これで

御理解いただきたい。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい。 

○15番（星野勇生君） いつそれをする予定ですか。私は、今提案しておるんですよ。議員さ

ん、違いますかね。 

 そういったことを、いつ、どこで検討してやるか、今やれないのか、何でか、これをお尋

ねいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 休憩をしていただいて、議会運営委員会で御検討いただいて再開をさ

れたらどうでしょうか。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） しばらく休憩します。 

（午前１０時４７分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 六鹿議員から説明がございますので、六鹿議員、よろしくお願いいた
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します。 

○下水道対策特別委員長（六鹿正規君） 休憩前に御指摘いただいて、私自身、皆様方と十二

分協議をした結果、好ましくない部分が、また変更すべき点が２点ほどございましたので、

改めて再提出をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、「下水道事業特別委員会」というふうになっておりましたけれども、これは正確に

は「下水道対策特別委員会」でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 また、「付託」という文言を訂正させていただいて、この部分を削除させていただきます。

この部分だけ改めて読み上げさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 「本委員会は、会議規則第45条第２項の規定により、調査の結果を次のとおり中間報告し

ます」、よろしくお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎閉会中の継続調査申出について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第13、閉会中の継続調査申出についてを議題としま

す。 

 各常任委員長及び議会運営副委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付

しましたとおり、閉会中の継続調査申出書の提出がありました。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査をすることに決定しました。 

 ただいま海津市議会請願・陳情取扱要綱及びＴＰＰ参加反対に関する意見書の提出があり

ました。これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、海津市議会請願・陳情取扱要綱につい

てを追加日程第１とし、ＴＰＰ参加反対に関する意見書についてを追加日程第２として議題

といたします。 

 ここで５分間休憩します。 

（午前１１時０５分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

〔追加議案の配付〕 

（午前１１時１０分）  
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎発議第５号 海津市議会請願・陳情取扱要綱について 

○議長（松岡光義君） それでは、追加日程第１、発議第５号 海津市議会請願・陳情取扱要

綱についてを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 提出者、15番 星野勇生君。 

〔15番 星野勇生君 登壇〕 

○15番（星野勇生君） 議長のお許しをいただきましたので、発議第５号、提出者、星野勇生

として説明をいたします。賛成者は、掲げてありますように、飯田洋君、渡辺光明君、とも

に海津市議会議員でございます。 

 海津市議会請願・陳情取扱要綱、これは理由としては、請願権の国民一人ひとりすべての

権利であります。しかし、海津市議会会議規則においては標準会議規則による一般的な条文

のみとなっておりまして、請願や陳情の内容によってはその都度判断に差異が生じる、そん

なことを危惧いたしましたので、その理由をつけまして別紙のとおり発案させていただきま

した。 

 内容については、時間がかかりますので省略をいたしますが、よろしく御審議をいただき、

お認めをいただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（松岡光義君） しばらく休憩いたします。 

（午前１１時１２分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時５０分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） これより発議第５号の質疑を許可します。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 議長に大変申しわけありません。議事進行のことでございますけど、

ただいま全員協議会で全員で決まったことを議長が提案していただければ、それで皆さん賛

同、異議なしだと思いますけど、そのようにお諮りをしていただければいいと思います。 

○議長（松岡光義君） よろしいですか、今、水谷議員がおっしゃったように全協で決まった

ことを進めますよということでございますので、そのように進めさせていただきます。 

 ただいま質疑を行いました発議第５号は、議会運営委員会に審査を付託したいと思います。

これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、発議第５号は、議会運営委員会に審査

を付託することに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎発議第６号 ＴＰＰ参加反対に関する意見書について 

○議長（松岡光義君） 追加日程第２、発議第６号 ＴＰＰ参加反対に関する意見書について

を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 提出者、16番 永田武秀君。 

〔16番 永田武秀君 登壇〕 

○16番（永田武秀君） それでは、発議第６号、平成22年12月17日、海津市議会議長 松岡光

義様、提出者、海津市議会議員 永田武秀、賛成者、海津市議会議員 伊藤秋弘、賛成者、

海津市議会議員 六鹿正規。 

 ＴＰＰ参加反対に関する意見書について。 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 

 理由、ＴＰＰは、関税撤廃の例外を認めない完全な貿易自由化を目指した協定であり、締

結をすれば日本農業は壊滅し、関連産業を含め地域での雇用が失われ、地域がますます疲弊

することとなります。 

 よって、ＴＰＰへの参加を含め、参加を前提とした協議開始にも断固反対するため。 

 それで、皆さんのお手元に、同じ紙の裏にＴＰＰ参加反対に関する意見書ということで、

内容はそれぞれ、時間の関係もございますのでお目通しいただいて御理解をいただきたいと

思います。 

 なお、提出者は岐阜県海津市議会、送付先は、内閣総理大臣 菅直人様、外務大臣 前原

誠司様、農林水産大臣 鹿野道彦様、経済産業大臣 大畠章宏様ということでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（松岡光義君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許可します。質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、発議第６号 ＴＰＰ参加反対に関する

意見書については、原案のとおり採択することに決定しました。 

 この意見書は、内閣総理大臣ほか関係大臣に送付いたします。 

 ここでしばらく休憩します。 

（午前１１時５５分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後０時００分）  

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 追加日程第１、発議第５号 海津市議会請願・陳情取扱要綱について

を議題といたします。 

 委員会に審査が付託してありますので、ただいまから副委員長より審査結果の報告を求め

ます。 

 議会運営委員会副委員長 藤田敏彦君、登壇して報告してください。 

〔議会運営副委員長 藤田敏彦君 登壇〕 

○議会運営副委員長（藤田敏彦君） それでは、委員会の報告をさせていただきます。 

 海津市議会議長 松岡光義様、議会運営委員会副委員長 藤田敏彦。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告をいたします。 

 議案番号、件名、結果の順で報告をいたします。 

 発議第５号 海津市議会請願・陳情取扱要綱について、継続審査とすべきもの。 

 以上であります。 

○議長（松岡光義君） 委員長の報告が終わりました。質疑を許可します。 

 質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第５号 海津市議会請願・陳情取扱要綱についてを採決します。副委員長の

報告は継続審査です。会議規則第103条の規定により、お手元に配付しましたとおり、副委

員長から閉会中の継続審査申出書の提出がありました。 
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 お諮りします。副委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、副委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査とすることに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎閉会の宣告 

○議長（松岡光義君） 以上をもちまして、今定例会に提出されました案件は、すべて議了し

ました。 

 これをもちまして、平成22年海津市議会第４回定例会を閉会します。御苦労さまでした。 

（午後０時０４分）  
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